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基準

総則 

 建築確認申請２ 

法第６条 

 

 

■ 建築確認申請等（手数料）の取扱い（平15.10 [改正]平29.４ H30.12） 

 (1) 工作物に関する取扱い  

① 擁壁が数ヶ所又は数種類による場合は、その擁壁の工事区域（街区等）を単位に１件として扱う。 

② ゴルフ練習場又はバッティングセンターのネットポールは、つなぎ材等により構造的に一体となっている

ものは、複数本あっても1件として扱う。 

③ ナイター照明塔は、用途上不可分の関係でも１基１件として扱う。 

 

(2) その他の建築物等に関する取扱い 

 ① 屋根のない屋外観覧場は、スタンドの面積を床面積として扱う。 

② 総合的設計による一団地の建築物については、一団地内のすべての建築物を1件として取り扱うものでは

なく、用途上不可分の範囲内で設定された個々の敷地内の建築物を1件として、それぞれ手数料を算出し、

それを合計したものを確認申請手数料とする。 

③ 防火地域及び準防火地域外において増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10㎡以内の扱いは敷

地単位とする。（新築の場合はすべて確認申請対象となる。） 

 

※ これらの取扱いは、完了検査申請手数料も同様とする。 

 

【参考】 ◇ 工作物の確認申請手数料（昭35住指発16） 

◇ 一団地の建築確認申請手数料の徴収方法（昭44熊住指発1528） 

 

                       


